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 特別な支援が必要な児童生徒がテストを受ける際の配慮について  

 

 

 

 

 

  

今年度も高等学校入学者選抜が近づいてきました。テストを受ける場面は、どの児童生徒にとって

も緊張感と不安感があるものです。特に支援の必要な児童生徒にとっては、受検にあたり、できる限

り早い段階からの準備が必要になります。裏面に「障害のある志願者の受検の配慮申請【千葉

県公立高等学校入学者選抜における配慮申請】」を載せました。配慮申請をするには、普段の学校の

テストでどのような合理的配慮を受けているかが大切になります。小学校、中学校、特別支援学校に

関わらず、少しずつテストを受ける環境に慣れ、受検の際にも本来の力を発揮できるような配慮を申

請することが必要になってきます。 

〇緊張等でテストが受けられないDさんの事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【参考資料】                         小中事例集      高等学校事例集 

合理的配慮事例集～小中学校の通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある児童生徒の事例を中心に～  

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shien/tokubetsushien/gouritekihairyojireishuu.html  

合理的配慮事例集～高等学校に在籍する発達障害の可能性のある生徒の事例を中心に～  

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shien/tokubetsushien/gouritekihairyojireishuu-highsuchool.html 



－ 障害のある志願者の受検の配慮申請 － 

【千葉県公立高等学校入学者選抜における配慮申請】 
 

障害のある志願者の入学者選抜に当たっては、「障害があることにより、 

不利益な取扱いをすることのないよう十分留意する。」とされています。 

 

障害のある志願者が各入学者選抜を受検するに当たって、特別な配慮が必要な場合には、千葉県教

育委員会ホームページ令和７年度高等学校入学者選抜情報にある、『令和７年度千葉県公立高等学校

入学者選抜実施要項＜別記９＞』において示すとおりに、手続き等を行います。 

 

＜別記９＞障害のある志願者の受検の配慮申請 

１ 障害があることにより、特別な配慮が必要な志願者

は、その内容について、在籍する中学校等を通じて

出願を検討している高等学校長に相談することがで

きる。  

２ 受検に係る特別配慮申請書（様式２１）により、志

願する高等学校の校長に申請することができる。た

だし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始及び学校閉

庁日を除く。なお、各選抜の本検査では、原則とし

て志願する入学者選抜の願書等の受付開始日の１週

間前までに、その他第２次募集等の選抜では、志願

する入学者選抜の願書等の受付開始日の前日までに

行うこととする。 

３ 申請があった高等学校の校長は、志願者の在籍（出

身）中学校等の校長と協議を行い、学力検査等の公

正さが保たれ、かつ、実施可能な範囲において、適

切な措置を講ずることができる。ただし、学校教育

法施行規則第９５条第１号又は第４号に該当する者

については、原則として、協議を要さない。なお、

協議は、申請日から願書等の受付期間の最終日までに行うこととする。 

４ 特別の配慮を講ずる必要があると認めた当該高等学校の校長は、受検に係る特別配慮通知書（様式 

２２）を願書等の受付後、検査等の実施日の前日までのできるだけ早い時期に当該志願者等へ原則と

して送付する。 

５ このことに関連して、特別な事情がある場合には、高等学校の校長は当該教育委員会と協議する。 

６「Ⅰ 一般入学者選抜」、「Ⅱ 海外帰国生徒の特別入学者選抜」、「Ⅵ 連携型高等学校の特別入学

者選抜」及び「Ⅷ 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第１ 地域連携アクティブスクー

ルの入学者選抜」において、検査開始直後、１０分程度で実施する国語学力検査の聞き取り検査及び

英語学力検査のリスニングテスト等、各高等学校で、校内放送施設を使って実施する全ての検査につ

いての配慮申請(難聴のため、自席で日常使用している補聴器を使用して受検を希望する場合も含む)

も、上記１～５と同様とする。 

他にも別記１０日本語指導が必要な者で学力検査問題等にルビ振りを必要とする志願者の配慮申請

もあります。 

※詳細は、千葉県教育委員会ホームページを御確認ください。  

 


